
令和７年１２月１５日（月）～令和８年３月３１日（火）

●取扱期間

2025.12

●預入金額
お一人さま ２０万円以上２００万円以内

●金利

渋川市は令和８年２月２０日で２０周年を迎えます

●預入期間
１年間（満期後は店頭表示金利にて自動継続いたします。）

～６つの市町村が合併し、新渋川市となって２０周年～

渋川市２０周年記念事業

※当金庫に新たにお預け入れいただく資金に限ります。
※ご家族名義を含む当金庫内での預け替えや増額継続は対象外となります。

※期間内に募集総額20億円に達した場合には、お取扱いを終了いたします。

●募集総額 ２０億円



ご利用
いただける方

・当金庫営業エリア内に在住・在勤の個人のお客さま

取扱期間
・令和７年１２月１５日～令和８年３月３１日
※期間内に募集総額20億円に達した場合には、お取扱いを終了いたします。

お預入れ期間 ・１年（自動継続扱い）

お預入れ金額
・お一人さま ２０万円以上 ２００万円以内
※当金庫に新たにお預け入れいただく資金に限ります。
※ご家族名義を含む当金庫内での預け替えや増額継続は対象外となります。

払戻方法 満期日以後に一括して払戻します。

利 息

・固定金利

・年０．６２０％を満期日まで適用します。

・金利上乗せの適用は、当初の預入期間のみといたします。

・自動継続後の金利は、「スーパー定期」の店頭表示金利を適用します。

・利息は満期日以後に一括して支払います。

・付利単位を１円とし、１年を３６５日とする日割計算とします。

税 金
・お利息は利子所得として２０．３１５％
（所得税及び復興特別所得税１５．３１５％、地方税５％）が源泉徴収され、源泉
分離課税となります。

中途解約時
の取扱い

・満期日前に解約する場合は、別表の預入期間に応じた期限前解約利率及び預入日
から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともに支払います。
なお、中間払利息が支払われている場合には期限前解約利息との差額を清算します。

その他参考と
なる事項

・満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算
します。
・金利上乗せ期間中は、総合口座の担保とすることはできません。
・預入限度額、取扱期間が定められています。
・預金保険機構の付保対象預金です。詳細につきましては、店頭に掲示の「預金に関する重
要事項のお知らせ」もしくは「預金保険制度」のポスターを参照願います。

令和７年１２月１５日現在

渋川市20周年記念事業


